
 

 

 

 

 

 

 

 

 

光市広告付き窓口番号案内システム設置業務 
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１ 目的 

来庁者の混雑緩和や円滑な案内、待ち時間の快適化を図るとともに、モニターを設置

し、広告及び行政情報を放映することで、自主財源の確保と市民サービスの向上及び地

域経済の活性化を図ることを目的とする。 

この要領は、光市広告付き窓口番号案内システム設置業務の受託者となり得る者を特

定するための公募型プロポーザルについて必要な事項を定めたものである。 

 

２ 業務概要 

(１) 業務名 

光市広告付き窓口番号案内システム設置業務 

(２) 業務内容 

光市広告付き窓口番号案内システム設置業務仕様書による。 

(３) 履行期間 

   契約締結日から５年間 

(４) 委託料 

   無償とする。 

(５) 担当課 

光市市民部市民課 

 

３ 受託者選定方針 

 (１) 方式 

    公募型プロポーザル方式 

 (２) 選定審査 

    光市広告付き窓口番号案内システム設置業務委託業者選定委員会（以下「委員

会」という。）により行う。 

 (３) 選定審査方法 

    企画提案書の内容により、評価基準項目に基づき審査を行う。委員会の委員の合

計点数が最上位の者かつ標準点数以上（合計の６０％）である者を優先交渉する事

業者（以下「優先交渉権者」という。）と選定することとし、１者のみの参加申込

の場合においても選定審査を実施する。 

 (４) 選定審査結果の通知及び公表 

    優先交渉権者の決定の後、企画提案書の提出を行った全ての事業者に対し文書で

通知するとともに、優先交渉権者の名称を市ホームページ上で公表する。 

 

４ 実施スケジュール（予定） 

令和２年１０月９日（金） プロポーザル公告日 
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令和２年１０月２０日（火） 参加申込期限 

令和２年１０月２３日（金） 資格審査結果通知 

令和２年１０月２６日（月）～３０日（金） 質問受付期間 

令和２年１１月２日（月） 質問回答期限 

令和２年１１月４日（水）～１０日（火） 企画提案書提出期間 

令和２年１１月中旬 選定結果通知 

令和２年１２月中旬 契約締結 

令和３年１月～２月 設置、広告主の募集 

令和３年３月 運用開始 

 

５ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 

(３) 公告の日から審査選定の日までの間のいずれの日においても、本市若しくは他の

地方公共団体又は国から競争入札に係る指名停止措置を受けていないこと。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされた者

でないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再

生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、この限りでない。 

(５) 過去５年間において、他の地方公共団体において広告付き窓口番号案内システム

設置業務の実績を有すること。 

 

６ 参加申込書の提出方 

(１) 提出書類 

次に掲げる書類各１部を提出すること。 

  ア 参加申込書（様式第１号） 

  イ 業務実績書（様式第２号） 

  ウ 登記事項証明書（提出日前３箇月以内に発行されたもの） 

  エ 会社概要（様式第３号） 

  オ 完納証明書又は消費税及び地方消費税納税証明書（写し可） 

(２) 提出期間 
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令和２年１０月９日（金）から令和２年１０月２０日（火）までの日（光市の休

日に関する条例（平成１６年光市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日

（以下「休日」という。）を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(３) 提出方法 

     光市市民部市民課戸籍住民係に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、

送付記録が残る方法にて提出期間最終日までに必着とすること。 

(４) 資格審査結果通知 

    提出された参加申込書等に基づき、光市市民部市民課戸籍住民係において本プロ

ポーザルの参加資格の有無を審査し、令和 2年１０月２３日（金）に結果を通知す

る。 

 

７ 質問及び回答 

 実施要領、仕様書、企画提案書作成等に関する質問は、参加申込みの予定がある者が

行うものとし、次のとおり質問書を提出すること。 

(１) 提出様式 

質問書（様式第４号）により提出すること。 

(２) 提出期間 

令和２年１０月２６日（月）から令和２年１０月３０日（金）までの日の午前８

時３０分から午後５時１５分まで 

(３) 提出方法 

    光市市民部市民課戸籍住民係に持参又はＦＡＸのいずれかの方法で提出すること

（ＦＡＸの場合は、着信確認を行うこと。）。 

(４) 回答 

受付を行った質問の回答については、その都度、光市のホームページにおいて公

開する。ホームページに掲載した回答事項については、本募集要領（仕様書を含

む。）と一体のものとして効力を有するものとする。したがって、質問の有無に関

わらず確認のこと。 

 

８ 企画提案 

(１) 提出書類 

    企画提案書（様式第５号）を８部提出すること。 

(２) 提出方法 

 光市市民部市民課戸籍住民係に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、

送付記録が残る方法にて提出期間最終日までに必着とすること。 

(３) 提出期間 
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令和２年１１月４日（水）から令和２年１１月１０日（火）までの日（休日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 (４) 企画提案書作成要領 

ア 企画提案書はＡ４版で作成すること。 

イ 仕様書に沿って企画提案を作成すること。 

ウ 企画提案書はできるだけ平易な表現（図表等を含む。）で作成すること。 

  エ 企画提案書には、次の事項についての提案は必ず記載すること。 

(ア) 設置するシステムの仕様 

   (イ) 放映する広告及び行政情報の作成方法並びにデータ更新方法 

   (ウ) 放映する広告及び行政情報の構成 

   (エ) 保守点検、維持管理、メンテナンスの体制等 

  オ 仕様書に示す本市の要求事項に固執することなく、企画提案者の知識、経験等を 

   活用し、留意事項、指摘事項を示すなど、当該業務が本市の要求事項以上に最大限 

   の成果を上げるための企画提案に努めること。 

 

９ 参加辞退 

  参加申込書又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合

は、速やかに辞退届（様式第６号）を提出すること。 

 

１０ 企画提案の審査 

本プロポーザルの審査は、委員会において、提出された企画提案書の提案内容につ

いて、評価基準項目により総合的に評価を行い、優先交渉権者を特定する。ただし、

最高得点者が２者以上いる場合は、委員会の会長が決定する。 

 

１１ 契約の締結について 

   審査結果に基づき決定した優先交渉権者と随時、契約交渉を行う。優先交渉権者が

資格要件を欠くと判断されたとき、又は随意契約の交渉が不調となったときは、次点

者と順次、随意契約の交渉を行う。なお、企画提案内容がそのまま契約内容となるも

のではなく、具体的な契約内容及び金額については、市との協議により決定する。 

 

１２ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、本プロポーザルの参加資格を失うものとする。 

(１) 参加資格要件を満たしていない場合 

(２) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 

１３ その他 
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(１) 提出書類の様式については、光市ホームページ上で提供するので確認するこ

と。 

(２) 企画参加者１者につき、参加申込及び提案は１つとする。 

(３) 企画提案書等の提出後、本市より補足資料の提出を求めることがある。 

(４) 企画参加者は、企画提案書の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意した

ものとする。 

(５) 本プロポーザル参加に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

(６) 本プロポーザルに係る提出書類は返却しない。 

(７) 本要領の定めにない事項及び疑義が生じた場合には、協議により定めることと

する。 

  

１４ 各種提出先及び問合せ先 

住所：〒743-8501 山口県光市中央六丁目１番１号 

担当：光市市民部市民課戸籍住民係 

電話：0833-72-1421 

FAX：0833-72-7818 

電子メールアドレス：shimin@city.hikari.lg.jp 


